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１１１      家家家具具具類類類ののの転転転倒倒倒・・・落落落下下下・・・移移移動動動防防防止止止対対対策策策ををを実実実施施施しししままましししょょょううう。。。   

 

○ 地震による負傷要因 
 

近年発生した地震でけがをした原因を調べると、約３割から５割が家具類の転倒・落下物によ

るものでした。平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災においても、東京都内で家具類の

転倒・落下によりけがをした事例がありました。また、都内でアンケート調査を実施した結果、

家具類が移動したとの回答がありました。 

震度５強以上の強い地震では、テレビ、電子レンジなどの家電製品の落下や、本棚やタンス、

食器棚などの大きな家具が倒れることがあります。 

家具類の転倒・落下・移動は直接下敷きになるほか、転倒や落下、移動をした家具類につまず

いて転ぶ、割れたガラスや食器などでのけが、コンロの上部の物の落下や家具がストーブに転倒

して出火するなどの被害も引き起こします。 

特に、背の高い家具（食器棚、タンス、本棚など）や台上に置く家電製品（テレビ、電子レン

ジなど）が、多く転倒・落下をしています。また、高層階（概ね１０階以上）においては、転倒

落下に加え長周期地震動の影響と思われる家具類の移動が多く発生していました。負傷の防止や

避難路の確保のためには、家具類の転倒・落下・移動防止対策を実施することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  地震により本棚が倒れ、落下した雑誌により電気ストーブのスイッチが

入り、接触した雑誌に着火した事例がありました。 

２  地震発生後、倒れてきた冷蔵庫とテレビに下半身を挟まれ約２時間身動

きがとれなくなった事例がありました。 

３ デスクワーク中に地震が起こり、室内のスチールロッカーが倒れてきて

負傷した事例がありました。 

東日本大震災における東京都内で発生した事例 

★たとえば？ 

   

 

  



 

練馬消防署では、地震時の負傷者を減らすため、現在、家具類の転倒・落下・移動防止対策を推

進し、各ご家庭や事務所の安心と安全の向上を呼びかけています。 

 

２２２      １１１月月月中中中ののの練練練馬馬馬消消消防防防ののの出出出来来来事事事 

 ◇練馬消防団始式 

  平成２４年１月１３日（金）、新春恒例の練馬消防団始式が練馬区公民館ホールで行われました。

練馬消防団始式に参加した各団員は、仕事や学業、家事などに従事しながら「わが町を災害から守

る」という使命感をもとに、今後も地域防災の要として幅広い活動を行うことを全員で誓いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 練馬消防団始式（練馬区公民館ホール） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



○ なぜ練馬消防団始式はいつも１月１３日なの？ 

 

戦後の昭和２１年８月１５日に、板橋消防署から練馬消防署が分離独立し、さらに昭和２２年

８月１日練馬区が板橋区より独立したことに伴い、同年１０月に練馬区議会において練馬消防団

設置条例が可決されました。翌月、練馬区役所で消防委員会が開催されて、初代練馬消防団長に

浅見平蔵氏が就任しました。 

 そして浅見団長以下１０個分団７９０名の編成で練馬消防団が結成され、その式典を昭和２３

年１月１３日豊島園において東京都知事列席のもとに挙行され、以来、毎年１月１３日が練馬消

防団始式の日として現在まで継承されています。 

 ◇防災とボランティア週間に伴い訓練を実施 

練馬消防署では応急救護技術、消火活動支援技術、救助活動支援技術及び都民指導技術の向上を 

図るため、１月２１日（土）に練馬災害時支援ボランティア活動訓練を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 練馬災害時支援ボランティアってなぁに？ 

 

練馬災害時支援ボランティアは、東京消防庁管下に震度６弱以上の地震や大規模な自然災害、

事故が発生した場合に、練馬消防署に参集し、消防署が行う消防活動の支援を行う事前登録制の

専門ボランティアで、現在４２１名の方が登録（平成２４年１月２７日現在）しています。 

   練馬消防署では、練馬災害時支援ボランティアを募集しています。 

  東京消防庁災害時支援ボランティア募集要件 

・東京消防庁管内に居住又は勤務・通学されている方 

・震災時等に消防に対する支援活動を行う意志のある、１５歳以上（中学生不可）の方 

・上記２つの他に、次のいずれかの要件を満たす方 

 ◎ 普通救命講習を修了されている等、応急救護の知識を有する方 

 ◎ 過去に消防職員、消防団員、尐年団員として、１年以上の経験がある方 

 ◎ 復旧活動時、支援に必要となる資格や技術（消防設備士、危険物取扱者）を有する方 



◇文化財防火デーの消防演習を実施 
 

練馬消防署では１月２６日の「文化財防火デー」に伴い、文化財の所有者・管理者や文化財施

設の周辺地域の皆様に火災、地震その他の災害等から文化財を守るための防火防災体制の充実強

化を呼びかけました。 

 

○平成２４年１月２４日（火） 

光伝寺（練馬区氷川台三丁目２４番４号） 

    

       ※降雪のため中止となりました。 

 

○平成２４年１月２５日（水） 

春日神社（練馬区春日町三丁目２番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２４年 1月２６日（木） 

南蔵院鐘楼門（中村一丁目１５番） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



３３３      練練練馬馬馬消消消防防防署署署・・・今今今後後後ののの予予予定定定   

 

 

 

 

 

 

(１) 目的 

都民の皆様に防火防災に関する意識や防災行動力を高めていただく

ことにより、火災の発生を防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小限に

とどめ、火災から尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。 

(２) 実施期間 

平成２４年３月１日（木）から３月７日（水）まで 

 

◇ねりま安心・安全フェア（練馬消防署庁舎解放） 

練馬消防署においても春の火災予防運動の一環として練馬消防署庁舎を一般に開放し、区役

所、警察署と連携して防火、防災、防犯に子供から大人までより関心を持っていただけるよう

イベントを企画しています。みなさま是非ご参加ください！！ 

 

⑴  日時   

平成２４年２月２９日（水） 午前の部 １０：００～１２：００ 

                 午後の部 １３：００～１５：００ 

⑵   場所 

    練馬消防署本署  【練馬区豊玉北５－１－８】 

⑶   各コーナーの予定内容 

・ミニ防火衣やミニカーを利用した写真撮影コーナー 

     ・防火・防災・防犯の相談窓口コーナー 

     ・救助体験コーナー 

     ・放水体験コーナー 

     ・演奏会（金管楽器五重奏） 他 

 

 

 

平成２３年度東京消防庁防火標語 

 
作者 佐藤 晴菜（さとう せいな）さん （北区） 

春の火災予防運動 

広報ポスター 



４４４      講講講習習習会会会のののごごご案案案内内内（（（平平平成成成２２２３３３年年年度度度下下下半半半期期期ののの講講講習習習日日日程程程）））   

（１） 普通救命講習実施日（練馬消防署 ３階） 

実 施 日 時     間 内        容 

２月１２日（日） ９時～１２時 心肺蘇生法・ＡＥＤの取扱など 

３月１１日（日） ９時～１２時 心肺蘇生法・ＡＥＤの取扱など 

※定員３０名（定数になり次第締め切らせて頂きます。） 

※講習修了者には技術認定証が交付されます。 

※テキスト代として１，４００円がかかります。 

 お申し込み：練馬消防署救急係（０３－３９９４－０１１９内線３８０）までお電話ください。なお、

上級救命講習などのお申し込みは、東京防災救急協会（０３－５２７６－０９９５ 

http://www.teate.jp）へ直接お申し込み下さい。 

 

（２） 消防設備士講習実施日（消防技術試験講習） 

講 習 区 分 免 状 種 類 講  習  日 

特殊消防用設備等 甲種特類 ２月６日 

消火設備 甲・乙種 

第１・２・３類 
２月１６日、３月１日、３月１５日 

警報設備 甲・乙種第４類 

乙種第７類 
２月２０日、３月１０日、３月２６日 

避難設備・消火器 甲・乙種第５類 

乙種第６類 
２月２日、３月５日 

 

（３） 危険物取扱者保安講習実施日（東京技術試験講習所） 

講 習 区 分 従 事 施 設 実 施 日 

第１ 給油取扱所 ２月１８日、３月２１日 

第２ 製造所、一般取扱所 ２月９日、３月１２日 

第３ 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、移送取扱所 年度内は終了しました。 

第４ 地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所 ２月２７日 

第５ 
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、 

販売取扱所 
年度内は終了しました。 

一般取扱所及び簡易タンク貯蔵所の留意事項 

１ 計量機を使用して容器に詰め替える一般取扱所、計量機付の簡易タンク貯蔵所は第１区分で受講し

てください。 

２ ボイラー、非常電源用の内燃機関、炉等燃料を消費する一般取扱所は燃料を貯蔵するタンク形態に

より屋外タンク・屋内タンクに接続するものは第３区分で、地下タンクに接続するものは第４区分で

受講してください。 



 

（４） 防火・防災管理新規講習 

会  場 講 習 区 分 実 施 日（２日間） 

試験講習所 

開場 ８：３０ 
防火・防災 

２月 

１～２日、６～７日、７～８日、８～９日 

１５～１６日、１８～１９日、２０～２１日 

２１～２２日、２７～２８日、２９～３月１日 

３月 

５～６日、７～８日、８～９日、１０～１１日 

１２～１３日、１４～１５日、２１～２２日 

２２～２３日、２６～２７日 

立 川 防 災 館 

開場 ８：３０ 
防火・防災 

２月 
１～２日、４～５日、８～９日、１８～１９日 

２５～２６日、２９～３月１日 

３月 ３～４日、１４～１５日、２６～２７日 

本 所 防 災 館 

開場 ８：３０ 
防火・防災 

２月 ２～３日、１１～１２日 

３月 １～２日、１５～１６日、１７～１８日 

※１日目の講習を欠席された方は、２日目を受講できません。 

※講習時間 午前９時００分～午後５時００分 

※平成２３年４月１日から防火・防災管理新規講習では、自衛消防業務講習並びに防火対象物点検資格

者及び防災管理点検資格者の各講習のいずれか又は全部を修了している方は、申請を行うことにより

講習科目の一部が免除となります。 

※テキスト代（セット価格）４，６００円 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  練馬消防署予防課 （Ｅ-mail：nerima2＠tfd.metro.tokyo.jp） 

    

※ お問い合わせ等は、練馬消防署のＥ-mail（上記のブルーの文字）にお願いします。       

カーソルを合わせて左クリックです。 

mailto:nerima@tfd.metro.tokyo.jp

